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北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和５年５月２日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

北九州市規則第２１号 

   北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正 

する規則 

 北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（昭和４１年北九州市規

則第６８号）の一部を次のように改正する。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則

に次の１項を加える。 

（条例付則第１０項の規則で定める日）

２ 条例付則第１０項の規則で定める日は、令和５年５月７日とする。

付 則

 この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市告示第２０５号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  令和５年５月９日

北九州市長 武 内 和 久 

１ 医科（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

医療法人都栄会みどり

ヶ丘クリニック 

北九州市小倉北区日明二丁目１７

番１５号 

令和５年５

月１日 

２ 薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

大信薬局足原店 北九州市小倉北区足原二丁目３番

３２号 

令和５年５

月１日 

ルーク調剤薬局 北九州市小倉北区日明二丁目９番

９号 

令和５年５

月１日 

３ 訪問看護（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション

はなはな 

北九州市小倉北区篠崎五丁目２４

番４－１号 

令和５年５

月１日 
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北九州市告示第２０６号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立総合農事センターの生産物の売払代金の収納事務を次のとおり委

託した。 

  令和５年５月９日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社ワールドイン

テック 

北九州市小倉北区大手

町１１番２号 

令和５年４月１日から

令和６年３月３１日ま

で 
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北九州市上下水道局公告第８３号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という 。） 第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市上下水道局物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号

）第２条において準用する北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次の

とおり公告する。 

令和５年５月９日 

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利

１ 特定役務の名称及び数量 

令和５年度上下水道料金システム運用・保守業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

北九州市上下水道局総務経営部営業課 

北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和５年３月２８日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

日本電気株式会社九州支社 

福岡市中央区天神一丁目１０番２０号 

５ 契約金額 

月額６６４万４，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約の理由 

政令第１１条第１項第２号に該当するため 
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